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ひがしまつやま市 

総合福祉エリアは 

「Fun to Share」に 

取組んでいます。 

スマートフォンから簡単に 

アクセスいただけます 

   

AEDの設置状況について 

 
 普段あまり気にされる事は少ないかと思いますが、

当協議会では、以下の施設にAEDを置いておりま

す。万が一の際はお声掛け下さい。 

 

○総合福祉エリア 

○市民福祉センター 

○共生型多機能センターあすみーる 

○ケア・サポートいわはな 

 

 また、緊急時適切に対応出来るよう、使い方の研

修や定期的な点検も毎年実施しています。 

  

社会福祉法人東松山市社会福祉協議会 

（お問合せ） 

〒355-0005  

東松山市大字松山2183番地   

TEL 0493-21-5556   FAX 0493-25-3305  

ホームページ http://www.smile-shakyo.jp/ 

Facebook https://www.facebook.com/fukushiarea 

  
 令和6年能登半島地震災害義援金を受付中です。 

 総合福祉エリアと市民福祉センターの事務所窓口に 

義援金箱を設置しております。 

 お預かりした義援金は、埼玉県共同募金会を通じ

て、中央共同募金会へ送金し、被災状況に応じて按分

され、各被災県共同募金会に送金されます。 

 義援金も税制優遇措置の対象になっておりますの

で、領収証の必要な方は、下記担当者までご連絡くだ

さい。 

 

令和6年能登半島地震

災害義援金について 

「総合福祉エリア福祉避難所開設訓練」 

 

 総合福祉エリアにおいて、大規模地震発生を想定した、福祉避難所開設訓練を12月に実施しました。 

 当日は、福祉避難所についての講義を受け、福祉避難所の対応方法や防災に関する知識を深めてから訓練

に臨みました。実際の防災備品を使い、避難場所の設置と避難者3名の受け入れ訓練を実施しました。 

 今回初めての開設訓練でしたが、大規模地震発生の災害を想定し、職員全員が緊張感を持ちながら実施する

ことができました。日頃から防災に意識を持ち、これからも業務に取り組んでまいります。 

 

【福祉避難所とは】 

 福祉避難所とは、あらかじめ市から指定された介護が必要な方や障害のある方など、一般

の避難所では生活に支障があり特別な配慮を必要とする人を受け入れる避難所です。 

総合福祉エリアは、東松山市役所と協定を結び、福祉避難所に指定されています。 

総合福祉エリアのAED 

今年も桜がきれいに咲きました！ 



 
 

   

 

 日頃より、ご利用者の皆様には、総合福祉エリアの運営に関し、深いご理解とご協力を賜り誠に有難うござ

います。 

 総合福祉エリアでは、令和3年10月からの長期間にわたる空調更新工事が、今年

の2月にようやく完了いたしました。工事期間中は、ご利用者の皆様にはご迷惑おか

けしましたが、今後は快適な空調環境をご提供できるものと思います。 

 さて、今年度は「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉サービス報酬」の一斉改定が行

われました。これらの報酬改定に共通して言えることは、我が国の人口構造の変化は

世界に類を見ない域に達しており、その変化への対応が反映されているところです。 

総合福祉エリアでは、報酬改定に適切に対応しながら、質の高い福祉サービスが提

供できるように様々な工夫を進めます。 

 4月からは、新しい職員が加わりました。1日も早く各職場に慣れ、ご利用者や 

ご家族の皆様に信頼され、安心してサービスが提供できるよう精一杯努力して 

まいります。 

 皆様方には温かいご指導をよろしくお願いいたします。 

 

 

東松山市社会福祉協議会 

事務局長 奥村 一彦 

 手話通訳者派遣事業では、聴覚に障害があり手話をコミュニケーション手段としている方（聞こえない方）

に手話通訳者を派遣し、他の方との意思疎通（コミュニケーション）を支援しています。 

 より良い事業を実施するため年2回の利用者懇談会を実施し、ご意見を伺ったり、情報発信などを行って

います。3月に行った利用者懇談会では、介護予防部門が行っている“ハッピー体操”を体験しました。 

動画を活用し、音楽が聞こえなくても動きに合わせて楽しく身体を動かすことができました。参加者からも

「楽しかった！もっとやりたい！」という声を多数いただきました。 

 聴覚に障害のある方が地域活動に参加できるよう、今後も取り組んでまいります。 

≪ 総合福祉エリアから新年度のご挨拶 ≫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 令和6年4月１日（月）、当協議会金子会長より、辞令交付及び年頭訓示を受け、気持ちも新たに新年度を

迎えました。今年度は法人設立50周年を迎えます。地域になくてはならない組織として、これからも地域福祉

の推進に努めてまいります。 

 新入職員においては、4月1日（月）から3日（水）まで新入職員研修を行い、法人理念 『 地域住民が共に支

え合い、誰もが自分らしく、安心して暮らせるまちづくりを進めます。 』や当協議会の組織・各事業について学

びました。今年度も新入職員を含め、職員一同よろしくお願いいたします。 

 

 3月14日(木)に入所係2階にて、桜餅作りレクリエーションを実施しました。 

 エプロンに三角巾をまとい、皆さん準備万端です。生地を練る作業は、男性ご利用者が大活躍。 

 生地を焼き、あんこを丸めて包む作業では「これくらいの方がいいんじゃないのかな？」「こうすると綺麗

にできるよ」等、ご利用者同士でお話ししながら、楽しく作業を行いました。 

 仕上げに塩漬けの葉を巻くと、桜の香りに包まれ「いい匂いだね」と声が上がりました。 

 おやつの時間に皆さんで召し上がり、季節を感じられる春らしいひと時となりました。 

♪ 画面をみながら、ハッピー体操 ♪ ♪ タオルを使って脳トレ ♪ 

美味しい桜餅のできあがり 


